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第 10 回倶知安町総合計画審議会 顛末

日時：令和元年 10 月８日（火）16 時 00 分～

場所：倶知安町役場 会議室

事務局

事務局

事務局

事務局

会長

事務局

１ 開会

皆様、お疲れ様です。ただ今から第 10 回倶知安町総合計画審議会

を開催いたします。ここ数回、非常にタイトな日程の中ご出席いた

だきましたこと大変感謝しております。本日開会にあたり、委嘱状

の交付を行います。今回新たに審議委員の変更がありますので、新

委員におかれましては席上で交付いたしますので、よろしくお願い

いたします。

～町長より委嘱状交付～

なお、町長におきましては別の公務がございますのでこの場を持ち

まして退席いたします。

～町長退出～

それでは早速総合計画素案についての審議を始めさせていただき

ます。本日審議いただきます基本目標１、個別目標３・４に関する

町の担当職員が出席してございますのでご紹介させていただきま

す。

それでは倶知安町総合計画審議会条例に基づきまして、議事進行に

ついては会長が行うこととされていますので、会長よろしくお願い

いたします。

皆さんお疲れ様でございます。お忙しい中ご出席いただきましてあ

りがとうございます。前回までは基本目標１、個別目標１・２を審

議いたしました。今日は個別目標３「健康で笑顔が溢れるまちにす

る」を審議し、時間が許す限り個別目標４へ進みたいと思います。

それでは個別目標３について事務局から説明をお願いいたします。

説明に入る前に、個別目標４「まちづくり」の後に総務課から財政

運営の追加記載が提出されていますので、お手元に配布しておりま

す。よろしくお願いいたします。

それでは個別目標３「健康で笑顔が溢れるまちにする」、医療・福
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祉・健康づくり・スポーツ・生涯学習分野。医療・保健。安心でき

る医療体制の整備に向けて、第５次総合計画期間では、倶知安町の

ほかに羊蹄山麓一体となって、道内外からの医師確保に向けた取り

組みを行ったことにより、医師の増加が図られました。今後におい

ても、住民への一般診療はもちろんのこと、倶知安町で安心し出産

できる環境や観光客であっても安心できる医療体制を周辺町村と

も連携・協力しながら、さらに整えていく必要があります。

また、倶知安厚生病院の耐震性が課題とされている旧棟の改築整備

に向け、財政支援の必要性が想定されていることから、関係町村と

の協議、さらには国・北海道への支援要請など、これからの地域医

療の充実を図るための支援策構築に取り組みます。

保健事業は、生活習慣病による発症および重症化などを防ぐととも

に、疾患の早期発見による早期治療へと結び付けていくため、対象

者にあった保健指導や栄養指導を今後も継続していきます。そのた

めにも、各種健診の受診者を増加させ、健診内容や周知方法につい

て充実を図っていきます。また、予防接種法及び感染症予防法に基

づき、各種の予防接種、健康診断などについても充実を図り、幼児

から高齢者までの保健推進施策に取り組んでいきます。

高齢者・障害者福祉です。高齢化社会が進行するなか、年々、高齢

者夫婦や一人暮らしの高齢者、介護を必要とする人たちが増え、ま

た、介護を必要としない人でも年齢とともに運動機能が衰えてくる

ことから、今後は、高齢者が自主的に健康や体力の維持に取り組み、

自立した生活が継続できるよう介護予防に対する意識の向上や地

域内での支え合いが必要になります。

平成 30 年３月に策定した第７期高齢者保健福祉計画では、85 歳

元気老人を目指す、高齢者の自立を支える社会を目指す、高齢者の

積極的な社会参加を支援する、安心して生活できる環境を整備す

る、を目指す姿としていることから、高齢者が可能な限り住み慣れ

た地域で自立した日常生活を営むことが出来るよう、医療、介護、

介護予防、住まいなどの支援が包括的にサポートできる環境などを

整備していきます。

また、障がいのある人達や社会的に弱い立場にある人達などの生活

を地域や関係団体、関係機関と連携して支援し、安心して自立した

日常生活を送ることが出来るようにしなければなりません。

平成 18 年に障害者自立支援法が施行されたことにより、第５次総

合計画期間中に障がい者のグループホームや作業所などが増えま

した。働く意欲と能力のある障がい者が企業などで働けるよう、福

祉側からの支援を行うとともに、障がい者が身近なところでサービ

スが利用できるような取り組みをしていきます。

また、障がいのある人の住みよいまちづくりと安全、安心な暮らし
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のために、町内の公共施設のバリアフリー化や町内道路施設、新幹

線駅舎内の点字ブロックの設置など、今後も積極的に取り組んでい

きます。

関連計画、施策。第７期倶知安町高齢者保健福祉計画、倶知安町保

健事業実施計画、倶知安町障害者計画です。

重点施策は、「誰もが、観光客であっても、安心できる医療体制の

整備」、「安心して暮らせる福祉環境の充実」としています。

評価指数は、公的医療機関保持のための継続支援を、救急及び周産

期医療への支援（平成 30 年度）から救急及び周産期医療への継続

支援（令和 12 年度）。国保加入者特定健診受診率の上昇では、33.3％

（平成 30 年度）から 60.0％（令和 12 年度）へ。町民のがん健診受

診率の上昇では、10.9％（平成 30 年度）から 20.0％（令和 12 年度）

へ。要介護認定者数の増加の緩和では、758 人（平成 30 年度）から

850 人（令和 12 年度）へ。障がい者地域生活支援拠点の整備では、

未設置（平成 30 年度）のところを、１ヶ所（令和 12 年度）として

います。認知症サポーター数の増加では、493 人（平成 30 年度）か

ら 1,500 人（令和 12 年度）へ。高齢者の集いの場・介護予防活動

拠点の増加では、９ヵ所（平成 30 年度）から 15 ヶ所（令和 12 年

度）としています。

続きまして、健康づくり・スポーツ・生涯学習です。倶知安町に暮

らす人達が笑顔で毎日を送るためには、心身ともに健康であること

が基本です。健康づくりは、疾病の発症、生活習慣病、介護状態の

早世予防に繋がり、健康への不安や悩みについてのストレスを軽減

するなど、とても大切なことです。

しかしながら、健康づくりは他人に強制されることではなく、自ら

の意思で行い継続されなければなりません。そのため、個々の健康

づくりに繋がるような健康診断や保健指導を今後も充実し、スポー

ツや生涯学習などを通じて、一人ひとりの健康づくりや生きがいづ

くりを支援する必要があることから、子どもから高齢者まで各世代

の多くの町民が参加することができるスポーツ教室や生涯学習講

座など多彩なメニュー作りに努めていきます。

また、生涯学習拠点となる公民館は、昭和 49 年に建設され老朽化

が目立ってきているほか、バリアフリー化がされておらず、特に利

用者からはエレベーターの設置が求められています。さらに、図書

室については、現在の図書室は狭隘で蔵書数も少なく、本町に新し

い図書館の建設を求める声もあります。今後は、生涯学習拠点とし

ての公民館のあり方について、関係団体などと協議・検討をする必

要があります。

続きまして、歴史･文化の伝承です。倶知安町は令和２年で開基 129
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年を迎えますが、古くは旧石器時代から縄文時代までの遺跡が町内

に 22 ヶ所存在するほか、日本書紀にも登場する阿倍比羅夫に関す

る逸話があるなど、長い歴史を有しています。当地の開拓初期から、

現在へと続く街並みの変遷、その間の豪雪との闘い、そして、レル

ヒ中佐から始まったスキーの歴史は、東洋のサンモリッツと呼ばれ

た時代を経て、現在の国際リゾートへの発展の基礎となりました。

先史時代からの人類の歴史と先人達が関わり創りあげてきた本町

の歴史・文化を引き継ぎ、後世に伝えていくことは、現在を生きる

私たちの義務です。

そのため、歴史や文化を後世に伝える役割としての風土館、小川原

脩記念美術館では、次世代に繋いでいくべき貴重な関係資料の収

集、保管を今後も継続して実施するほか、本町の歴史・文化の伝承

拠点として展示方法や企画展示などさらなる工夫をほどこし、各施

設を利用した学習活動の拡充に努めます。

また、本町の有形文化財である大仏寺の天井画、無形文化財である

羊蹄太鼓や赤坂奴などについては、本町が誇る貴重な文化財とし

て、後世に引き継いでいかなければなりません。特に羊蹄太鼓や赤

坂奴は、地域伝統文化として保存会の活動を支援するとともに、指

導者や後継者の育成支援、伝承機会の充実を図っていきます。

関連計画・施策は、倶知安町教育大綱、倶知安町社会教育中期計画

です。

重点施策は、「活発な健康づくりと生涯スポーツの推進」、「生涯学

習と文化振興の充実」、「倶知安町の歴史・文化の次世代への継承」

としております。

評価指数は、じゃが太スポーツクラブの年間参加者数の増加では、

延べ 102 人（平成 30 年度）から延べ 200 人（令和 12 年度）へ。寿

大学の年間受講者数の増加では、99 人（平成 30 年度）から 120 人

（令和 12 年度）へ。公民館講座の年間受講者数の増加では、177

人（平成 30 年度）から 230 人（令和 12 年度）へ。風土館の年間来

場者数の増加では、5,249 人（平成 30 年度）から 6,000 人（令和

12 年度）へ。美術館の年間来場者数の増加では、4,988 人（平成 30

年度）から 6,000 人（令和 12 年度）へ。

スキーの町です。明治 44 年４月、オーストリア人武官・レルヒ中

佐が旭ケ丘公園でスキーの公開練習を行ったことから、倶知安町の

スキーの歴史が始まりました。

本町では、昭和 45 年、61 年と二度にわたり、スキー国体が開催

されました。スキー場の充実や数々の公式大会の会場としての実績

を積み重ねてきたことから、昭和 47 年“スキーの町”を宣言し、

スキーを町技とすることにしました。
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会長

委員

その後、本町は全国から多くのスキーヤーが訪れる国内有数のスキ

ーリゾート地として発展したほか、５ 人の冬季オリンピアンをは

じめ、数多くの世界的スキーヤー、スノーボーダーを輩出してきま

した。今後も日本人のスキー人口が全国的に減少しているなかにあ

っても、町技であるスキーを子どもから大人まで町民の誰もが楽し

み、その先に、全国・世界で活躍できる選手を育成する環境を作る

必要があります。

そのために、旭ケ丘スキー場の利活用や町民の誰もが気軽にスキー

を楽しむことができるようにスキー用品のリユース制度などの検

討を行い、本町に育つ子ども達は、“英語とスキーは当たり前”と

なるように、町技振興に取り組んでいきます。

また、2030 年札幌オリンピック招致活動が展開されていますが、

本町を含むニセコエリアでの冬季オリンピックの開催は、スキーを

町技とする本町の子ども達の夢や希望へとつながり、スキーの町の

レガシーとして次世代の町技振興の新たな活性剤となることから、

冬季オリンピックのほかワールドカップなどの国際的大会も含め、

引き続き大会招致に向けて取り組んでいきます。

関連計画・施策は、倶知安町教育大綱、倶知安町社会教育中期計画

です。

重点施策は、「町民のスキー機会の普及と拡充」、「スキーの町とし

てスキー･スノーボード選手の育成支援」としております。

評価指数は、旭ヶ丘スキー場の使用者数（年間輸送人員）の増加で

は、106,274 人（平成 30 年度）から 110,000 人（令和 12 年度）へ。

スキー教室の年間参加者数の増加では、延べ 577 人（平成 30 年度）

から延べ 600 人（令和 12 年度）へ。歩くスキーの年間貸し出し数

の増加では、174 件（平成 30 年度）から 300 件（令和 12 年度）へ。

スキー用品のリユース制度の確立では、未実施（平成 30 年度）を

令和７年までに実施を検討としています。

個別目標３については以上になります。

個別目標３、医療・福祉・健康づくり・スポーツ・生涯学習と幅広

い分野になりますが、今の報告を聞きまして皆様からの発言をよろ

しくお願いいたします。

51 ページの高齢者・障害者福祉のところで、「高齢者が可能な限り

住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことが出来るよう、医

療、介護、介護予防、住まいなどの支援が包括的にサポートできる

環境などを整備していきます」とあり、これは大変大事なことで、

国の方針と一致していると思います。つまり地域包括ケアをきちん

とつくるというところだと思いますが、この点は他のところと比べ
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会長

説明員

ると具体性がないと思います。総合計画ですのでどの程度具体的に

盛り込むかということですが、もしここに具体性を持たせるとする

と、高齢者とか障害者福祉に携わる人材を確保したり育成したりと

いうことが今必要なことなのかなと思います。また、高齢者の方の

情報共有を病院や町、施設などで積極的にしていかないといけない

と思います。そのためにはやはり人材確保を補うという意味でも、

ICT を活用していくことも必要だと思います。

今のことに関連して、51 ページの「高齢者の積極的な社会参加」に

ついてお話したいと思います。高齢者を助けるというだけではな

く、高齢者が助ける側に回って、高齢者の積極的な社会参加の一環

として、ボランティアを積極的にやっております。ボランティア活

動をやるようになってから、高齢者が生きがいを持って社会参加を

するようになりました。生きがい財団というところがありますが、

高齢者が第三者のために奉仕活動をやるということが生きがいづ

くりに繋がるそうです。53 ページでも生きがいづくりに触れていま

すが、高齢者の積極的な社会参加を通じて、生きがいづくりを達成

することができます。そういうことが私の町内会活動の中で立証さ

れています。ぜひボランティア活動、たとえば除雪ボランティアや

見守り活動、生きがいサロン活動など、高齢者自身がボランティア

活動をして生きがいづくりに繋がるということ、高齢者の社会参加

の中にボランティアという発想を付け加えればどうかと思いまし

た。

今、３点の意見が出ました。１点目は包括的サービスをするために

は人材の確保・育成が必要であること、２点目は高齢者の情報共有

においては ICT の活用をすべきであること、３点目は高齢者のボラ

ンティアが盛んになってきているため、ボランティアというフレー

ズを付け加えてはどうかということですが、これに対して説明をお

願いします。

まず、高齢者に携わる介護職員などは本当に不足しているという状

況です。人材育成という面も盛り込む必要があると思います。情報

共有、ICT についてですが、どんなところでサロンがあるかや、町

内会の活動などを情報発信することも必要ではないかと思ってい

ます。ボランティアについてですが、高齢者が生きがいを持って働

く、サロン活動への参加、社会参加という面では各町内会での除雪

ボランティアもありますし、ボランティアに参加しやすいような環

境づくりについても検討していきたいと考えています。
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事務局

おそらくこのあたりの具体的なことは関連計画・施策のなかで落と

し込んでいくのかと思いますが、第７期高齢者保健福祉計画とあり

ますが、この期間はいつからいつまででしょうか。

平成 30 年３月に策定しまして、平成 30 年度から令和２年度までの

３カ年の計画です。

９月始めに道新にあったように、倶知安厚生病院は、羊蹄山麓７町

村のご協力をいただいて、新棟を建てる計画を立てています。234

床あるうち、35 床減って 199 床になる計画となっています。そのう

ちの 20 床は精神科で、残りの 15 床一般病棟が減ります。つまりキ

ャパシティが少なくなります。診療報酬の問題から、在宅復帰が問

題になってきます。在宅復帰を増やさなければ、上手く病院が回ら

なくなってきます。どういうところにどんな患者さんが居て、具合

が悪そうだから早めに入院していただいて健康になっていただい

てまた在宅に戻しましょう、という情報共有が大切です。入院して

お金もかかって家に帰れないという状況になると病院が回りませ

んし、患者さんにとっても良くないです。どこにどんな人がいて、

そろそろ手を差し伸べてあげないといけない、そういうことを上手

くやっていくためには人材が必要で、ICT を活用していくべきです。

そういったことが地域包括ケアシステム、つまりネットワークの構

築であると思います。

ボランティアというフレーズについて検討したいというお話があ

りましたが、生きがい事業財団の理事長のお話によると、生きがい

には第一人称、第二人称、第三人称の生きがいがあるそうです。第

一人称の生きがいというのは、絵を描いたり、楽器を弾いたりなど、

自分の趣味を第一人称の生きがいといいます。夫婦やグループのた

めに何かを一緒にやることが第二人称の生きがいです。例えば、パ

ークゴルフの会や歌を歌う会など、趣味を通じて集まることです。

第三人称の生きがいは、第三者のために何かをすることです。力を

かしてあげます。その代表的なものがボランティアです。高齢者の

積極的な社会参加の中で、第三人称の生きがいである第三者のため

に力をかして助けるということに触れていただきたいと思います。

高齢者のところであがりました、地域包括ケアの具体的な施策の人

材確保と育成、ICT を活用した各施設間の高齢者についての情報共

有、高齢者の生きがいに関してボランティア、この３点については

記載する方向で調整していきたいと思いますのでよろしくお願い

いたします。
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副会長

説明員

副会長

説明員

説明員

第７期高齢者保健福祉計画には、具体的なことは書かれていないの

でしょうか。

今、各委員がおっしゃっていたとおり、地域包括ケアシステムの構

築に向けて、また、ボランティア活動に向けてということで、高齢

者の方々が生きがいを持って、という施策を推進するということが

盛り込まれています。実際、本文にどの程度盛り込むのか、今後協

議いたしまして、作り上げていきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。

52 ページの評価指数ですが、公的医療機関機能保持のための継続支

援では、「救急及び周産期医療への支援」から令和 12 年度は「救急

及び周産期医療への継続支援」となっていて、これは大切なことで

すが、これを評価指数にするのは難しいような気がします。支援の

金額が多くても少なくても成功、という評価となるのか、曖昧だと

思います。また、認知症サポーター数の増加ですが、令和 12 年度

までに 1,500 人に増やしたいということで、その目標数が３倍にな

るという意味合いが理解できないです。その下の高齢者の集いの

場・介護予防活動拠点の増加とあり、現在９ヵ所あるものを 15 ヶ

所に増やしたいという目標ですが、現在の９ヵ所についてどこなの

かを教えていただきたいです。

まず１点目、公的医療機関機能保持のための継続支援ですが、公的

医療機関機能は、救急、周産期は産婦人科の部分で子どもを産み育

てるということですが、この部門は不採算、つまり、なかなか黒字

の方には転換していかない、そういう部門です。その部門を厚生病

院さんに担っていただいています。これを進めることによって住民

の方々が安心・安全で暮らせるということを維持していくことが目

的であります。ですから、具体的な数字で表すということは難しい

ため、住民の方々が安心・安全で子どもを産み育てて生活ができる

ということを町としてしっかり支援していきたいということを理

解していただければと思います。

まず、認知症サポーター数について、現在 493 人ですが 1,500 人に

するということで、大きな目標ですが、概ね 10 人に１人がオレン

ジサポーターといって認知症のサポーターが必要という目標が国

から提示されています。倶知安町の人口が約 15,000 人として、１

割が講習を受けて認知症サポーターとしていてくれれば、認知症へ

のサポートができるのではないかということで、国の政策と倶知安
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事務局
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副会長

の人口を加味して 1,500 人としています。

高齢者の集いの場ですが、国の方針に基づいて、１万人に 10 カ所

としていますので、15,000 人に対して 15 カ所としています。現在

の９ヵ所は、八号ふれあいサロン、琴和ひまわり会、みんな集まる

小さな家、樺山ふれあいサロン、六郷ふれあいサロン、北央ふれあ

いサロン、東栄会ふれあいサロン、サロン楽寿、転倒予防教室です。

公的医療機関機能保持のための継続支援ですが、数字で表すのが難

しいのはわかります。それでは入れなくてもいいのではないでしょ

うか。評価しづらいものは抜いていいと思います。ただ、病院数を

減らすなど、地域医療の統合がありますので、そのあたりを踏まえ

て、この地域医療の崩壊を防ぐことが町民のために大事であるとい

うことを入れた方がいいかと思います。厚生病院が地域医療には大

事であるという、地域の医療が少なくなる中で、広域として倶知安

の医療機関が重要な役割を果たすように今後なる可能性があると

いうこと、原子力防災観点でも、指定病院になっているはずですの

で、それを踏まえた文章が必要かと思いました。

検討します。

52 ページ、重点施策の中で、「誰もが（観光客であっても）」という

文言が入っていて、50 ページでは、「倶知安町で安心して出産でき

る環境や観光客であっても安心できる医療体制を周辺町村とも連

携・協力しながら、更に整えていく」とありますが、「観光客であ

っても」というのは評価指数のどこに該当するのでしょうか。

評価指数については、「救急」という言葉に含まれます。スキー場

に来て怪我をした、という場合も救急医療機関がなければ安心して

過ごせません。どのような急病になっても、救急は土日祝日も行っ

ていますので、そういうところを支援して充実を図っていきます。

国保加入者特定健診受診率の KPI が倍になっていますが、国保加入

者は年齢層が広いです。要介護認定者数の増加の緩和とあります

が、これを年齢別に示すのはなかなかできないですよね。基本的に、

高齢者の75歳か70歳で切ったようなパーセントは出ないものなの

でしょうか。考え方として、単に国保加入者の特定健診をあげたい

という一般的なことではなくて、高齢者に対して受診して欲しいと

いうことなのか、また、介護認定される人を減らしたいという意味

でなのか。介護認定になるのは若い人もありえますが、ある程度の

年齢からのパーセントは出ないでしょうか。
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国保加入者の特定健診の対象年齢は満40歳から74歳になっており

まして、75 歳以上の方も同じように健診を受けていただいています

が、その方々についてはこの中には入っていません。40 歳～74 歳

の間の特定健診です。平成 20 年度から健診の制度が変わり、高齢

者医療確保法を元に、各医療保険者が実施主体ということで、町と

しては国保の特定健診が始まりました。平成 20 年度当時は 19.2％

という低い受診率でしたが、少しずつ上昇して 33％程度となり、今

年は 34％に上昇しました。評価指数が倍になっているのは、上にあ

ります倶知安町保健事業実施計画及び、広域連合で立てている特定

健診保健指導実施計画と整合性を持たせています。各保険者は５年

おきに特定健診の計画を立てるもので、市町村国保の実施目標は

60％です。全国共通で 60％と決まっています。倶知安町の場合はま

だ 30％台で、KPI として実際に令和 12 年度のときにどうなってい

るかわかりませんが、60％に限りなく近づけていく実施目標を保健

事業実施計画の中では立てています。健診は受診率に踊らされてい

るようなところがありますが、健診は健康づくりの入口ということ

で、一般的な健康づくりは色々な情報が飛び交っていると思います

が、自分の体の状態がわからなければその人に合った健康づくりは

できません。できるだけ沢山の方に健診を受けていただいて、自分

の体の状態、毎年受けることによって変化する状態、体質、遺伝体

質など全て含め、自分の体をわかっていきながら、心臓病、脳卒中、

糖尿病など、予防可能な病気をできるだけ予防する入口ということ

で健診を受けていただきたいと思っています。先ほどの病院のお話

しにもありましたが、重症化して大変になってから病院にお世話に

なるのではなく、重症化も予防して、病気は多少持ちながらでも軽

い状態で、健康を維持して地域医療にも負担を掛けないというこ

と、また、保健事業実施計画等と整合性を図った目標になっており

ます。

要介護認定者数についてですが、考え方を述べさせていただくと、

65 歳以上の要介護認定者数は現在 20％程度となっています。現在

の増える動向から言うと、令和 12 年度には 22％になってしまいま

す。それを緩和して、高齢者数の 20％を維持しようということでこ

のような数値になっています。

課の目標として、ここに載せないとしても、パーセントをおさえな

がら目標設定をするべきだと思いました。前回 KPI を作らなかった

から、今回無理して作っているところはあると思いますが、この本

が誰のための本かという点では、中身としては町民ですが、KPI は
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役場職員のための目標設定というところがいちばん大きいと思い

ます。目標に向かって具体的にどうやるかということを考えながら

KPI を作ったほうがいいと思います。

53 ページに「エレベーターの設置が求められています」とあります

が、公民館の設備計画等はどうなっているのでしょうか。バリアフ

リーや窓関係、ボイラー関係も含めて、老朽化が進んでいる中で、

どういう考え方になっているのでしょうか。

また、スキーの町の KPI の中で、例えば、オリンピック選手を何人

輩出する等、スポーツ全体の計画はあった方がいいと思います。ス

ポーツコミッション関係で現在様々動いているとは思いますが、ソ

フトボール等でも、住民の力がないと運営が出来ない中で、スポー

ツという観点ではどう取り組んでいくか、計画があった方がいいの

かと思います。教育大綱や社会教育中期計画に書かれているとは思

いますが、そのあたりについてどうでしょうか。

公民館に限らず、体育館や美術館、風土館等の社会教育施設は修繕

または新たな整備等については、財政的な部分のウェイトがかなり

大きくなっていますので、財政部局と町長部局との打ち合わせをし

ながら検討しています。現在のところ、計画はありません。

倶知安町公共施設等総合管理計画というものがあり、その中で公民

館についての計画も入っていると思います。

スポーツ関係の計画、スポーツコミッション等は、検討はしていま

せんが、そういったものがあるという話はきています。スポーツに

関してはスキーに限らず、ソフトボール、野球等、様々な分野があ

りますので、計画書を作るということは現在考えておりませんが、

視野に入れながら今後について考えていきたいと思います。

57 ページの評価指数に関してですが、スキー用品のリユース制度の

確立では、平成 30 年度が未実施、令和７年度までに実施を検討と

いう書き方になっていますが、漠然としているなと思います。期間

も長いような気がします。スキーに関わっては、使用頻度も考えて、

極めて有効な制度で、特に成長期のお子さんを持つ保護者の方々に

とっては、経済的に助かることになると思います。漠然とせず、あ

る程度期間も縮めて考えられないかと思いました。

倶知安小学校では実施していますが、どうでしょうか。
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リユース制度につきましては、今回の総合計画で初めてリユース制

度を利用、検討したいということで入れています。ある程度期間を

持って内容についても十分検討して作りたいということから、令和

７年度としています。

スキー用品のリユース制度について、町が独自でやる事業という認

識でいいでしょうか。子供向けのスキーを販売している業者さんが

いて、そこの売上が落ちるということも考えられます。町内の事業

者さんと一緒になって取り組んで、利益にも繋がるような形をとる

ことも含めて検討していただければと思います。

その点についても検討しながら取り進めていきたいと考えていま

す。

それでは個別目標４、帰ってきたくなる故郷にする、について事務

局から説明をお願いします。

個別目標４、帰ってきたくなる故郷にする。環境・景観・定住対策・

人権・まちづくり分野です。

自然環境保全です。倶知安町は、羊蹄山やニセコ連峰を間近に望み、

大きな面積を占める天然林、清流・尻別川や自然豊かな支流・クト

サン川などの河川や豊富な地下水に恵まれています。これら変化に

富んだ豊かな自然環境は、多様な野生生物の良好な生息環境として

身近に感じ取られ、本町の大きな魅力となっています。

将来の世代がこうした自然環境の魅力や恩恵を失わないよう、私た

ちの世代が自然を尊重し、自然と共生を図るため、極力、自然の大

きな循環に沿う形で科学技術を活用しながら、これら複合的な循環

構造を再生していくことが大切です。

こうしたことを踏まえ、本町が定めた環境基本計画では、「協働で

創造する、自然生態系に即した循環と共生のまちづくり」を基本理

念に掲げ、川、山と森、水と農、市街地、野生生物、これらそれぞ

れの本町の環境特性を身近な関心事として取り上げ、住民と行政な

どが協働でその循環機能を改めて見直し、再生していくことを目指

していきます。

あわせて、リゾート開発投資、リゾートエリアのインフラ整備、高

速交通ネットワークの延伸、防災など、本町の今日的状況と自然環

境保全の両立をどう図っていくか検討を進めていきます。

森林地域については、森林が有する地球温暖化防止や災害防止、水

源かん養などの様々な公益的機能の増進に努めるとともに、間伐・

更新伐などの計画的な森林整備の推進により国土保全対策を進め



13

ます。

景観形成です。住民の多くが誇りに感じている羊蹄山の眺望をはじ

め、倶知安町には、山、川、田園のそれぞれに魅力的な眺望が広が

っています。市街地に暮らす住民も羊蹄山やニセコ連峰などの美し

い自然景観を身近に感じて生活していることから、今後もこの自然

景観の保全を重視したまちづくりを進めます。

特に、積極的な投資が続くニセコひらふ・花園地区のリゾートエリ

アでは、開発行為も進行している状況であり、これまで以上に周辺

の自然環境や田園環境との調和を図る取り組みを進め、リゾート地

としてのブランド価値を高めていく必要があります。

そのため、景観地区の運用によって、適宜建築物の規制内容の見直

しを行うとともに、工作物や開発行為に対する制限の必要性につい

て検討するほか、魅力的な屋外広告物の誘導を進めるため、地域の

エリアマネジメント活動と協力しながら、ニセコひらふ地区におけ

るガイドラインの策定などを進めます。

また、尻別川においては、水と緑の水辺景観の保全を図りつつ、水

辺の魅力を感じることができる親水空間として関係機関と連携し

ながら維持を図っていきます。

ごみ処理・再生エネルギーです。倶知安町では、平成元年から「も

やせるごみ」「もやせないごみ」を有料化するとともに、資源ごみ

を 12 種類に分別収集するほか、平成 17 年からは生ごみも分別収

集とし、有料化しています。

循環型社会の構築のためには、ごみの減量化と再資源化が重要にな

ることから、今後も可燃ごみの固形燃料化の取り組みを継続すると

ともに、町内での利活用について検討していきます。

また、家庭ごみの減量化が進む一方で、事業系ごみが増加傾向にあ

り、特にホテルや大型店舗などの多量排出事業者に対して、ごみ排

出量抑制や一般・産業廃棄物の適正処理に向けた啓発、自己処理の

強化を図っていきます。

また、近年、エネルギー変換技術が高度化し、太陽光やバイオマス

など再生エネルギー導入システムの実用性、事業性が向上していま

す。加えて、国の再生可能エネルギー固定価格買取制度の実施によ

り、再生可能エネルギーを巡る社会情勢、環境情勢は大きく変化し

ました。このため、本町においても町内外の環境変化を踏まえ、地

域に賦存する再生可能エネルギーを再評価し、利用可能な再生可能

エネルギーの抽出とその高度利用方策を検討し、地域エネルギーの

地産地消や構造高度化への理解促進を図ります。

衛生です。生活環境、公衆衛生の維持・向上は、住民が健康で安全・

安心に暮らしていく上で、欠くことが出来ない要素の一つです。倶

知安町の資源といえる自然環境の保全とも密接に関わります。
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本町では引き続き、下水道整備区域外の専用住宅における合併処理

浄化槽設置を計画的に支援し、生活排水による公共用水域の水質汚

濁を防ぎ、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図っていきます。特

に、代表河川である尻別川については、水質検査などを継続して実

施し、清流の維持に努めていきます。

また、野生動物のうち、キツネは近年、街中でも見られる身近な動

物ですが、重い肝臓病を引き起こすエキノコックスを媒介とする動

物でもあります。駆虫薬入りのえさの定期的な散布を通じ、キツネ

の体内からエキノコックスを排泄させ、人への感染を防ぐほか、健

診といった保健医療分野と連携した対策を継続実施し、衛生環境の

維持・向上を図ります。

関連計画・施策は、倶知安町まち・ひと・しごと創生総合戦略、倶

知安町人口ビジョン、倶知安町一般廃棄物処理基本計画、倶知安町

環境基本計画、倶知安町地球温暖化対策地域推進計画、倶知安町地

域再生可能エネルギー導入ビジョン、倶知安町森林整備計画、倶知

安町都市計画マスタープラン、倶知安町緑の基本計画です。

重点施策は、「国際リゾート地のふさわしいまちづくりの推進」、「自

然の恵みを活かしたまちづくりの推進」です。

評価指数は、ごみの年間総排出量の減少では、5,231ｔ（平成 29 年

度）から 5,100ｔ（令和 12 年度）へ。固形燃料の地元消費率では、

０％（平成 30 年度）を 50％（令和 12 年度）に。エキノコックス健

診の年間受診者数の増加では、368 人（平成 30 年度）から 500 人（令

和 12 年度）へとしています。

以上になります。

それでは、58 ページから 62 ページについて、皆さんのご意見を伺

いたいと思います。

この４ページ分の評価指数が、ごみの総排出量の減少・固形燃料の

地元消費率・エキノコックス健診の受診者数の増加の３つという認

識でいいでしょうか。

そのとおりです。

最初の２ページは自然環境保全と景観形成についてですが、特に景

観形成では、「規制の見直しを行うとともに、工作物や開発行為に

対する制限の必要性について検討する」とありますが、このあたり

が KPI に入っていないということについて、どう考えているのでし

ょうか。
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景観形成における KPI の設定という点ですが、KPI は具体的な数値

になりますので、景観に関する部分については具体の数値を設定す

るのはそぐわないと思っています。問題点を洗い出して見直しをか

けていくということについては、実施計画で具体的なタイムスケジ

ュールをお示ししますので、この部分については KPI の設定をして

いません。

現在の法律の中で、開発行為を止めることはおそらくできません。

乱開発を防ぐためにどうやって網をかけていくか、ということだと

は思います。ただ法律上は外国人が土地を買うことも許されていま

すし、特定の面積以上の土地を買った場合は国土法の届出、開発す

るときは開発行為の届出をすれば許可が下ります。

59 ページに「制限の必要性について検討」とありますが、検討した

結果、必要だと判断した場合でも、法律上できないということでし

ょうか。

法律上はできない中でも、このままで良いわけではありません。開

発行為に関する必要性ですので、将来的に必要だという話になると

は思います。法律では許可されている部分をどう規制するかという

検討はとても難しいですが重要だと思います。

指数換算できないですが、今ある景観条例も既に現実とはギャップ

があるものになっていますので、現在ある景観条例の見直しや、準

都市計画区域・都市計画区域に入れる等、そういう表現にしたらい

いかと思います。

先ほどのスキー用品のリユース制度の KPI では、「実施を検討」と

しています。こういう風に、２年間で検討するであるとか、３年後

を目処に必要性の可否を判断するというKPIの設定もできないでし

ょうか。

KPI の考え方について、景観の見直しのスケジュール等は、総合計

画全体での KPI の設定の仕方に関わると思いますので、総合政策課

とどのように KPI を設定すべきかを調整したいと思います。

また、制限の必要性ですが、景観法という法律に基づいて進めてい

くという形を考えると、景観法は何かをさせない、という法律では

なく、建ててはいいけれども、いかに自然環境と調和させながらや

っていくかという趣旨の法律です。そういった趣旨を考えながら、

リゾート地としての今後の開発や土地利用をどう秩序立てていく
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かを制限の必要性として考えていきたいと思っています。

制限というより、ルールという表現に変えたほうがいいと思いま

す。言い回しによっては投資等をしたらだめというネガティブな考

え方をされると前回ありましたが、そうではなくて、倶知安の付加

価値を高めるためのルール作りという表現にした方が前向きでい

いと思います。この後のまちづくりで出てくるのかもしれません

が、同じようなことが市街地区でも起こりつつあり、今後の 12 年

で市街地区が大きく変わってくると思います。ひらふという良い学

習材料がありますので、市街地区についてもルール作りについて入

れるべきだと思います。

他にみなさんからご意見ありますでしょうか。

では、定住対策以降は次回にしたいと思います。

全体を通して何かございませんか

環境と景観と定住対策の中に、自然の生き物と共存しようとありま

すが、法律があって中々できないというのはわかります。私は農業

もやっていますが、現実問題、野生動物による被害がかなり出てい

ます。熊や鹿もかなり繁殖力のある動物で、被害も増えています。

それに対しても対応するような考えがあれば入れて欲しいです。

また、５９ページの「水と緑の水辺景観の保全」とありますが、な

かなか今年も台風がきていますし、実際に台風が直撃すると、３、

４年前のときは尻別川が洪水になって家の周りにも水が出ていま

した。堤防がかなりの年数経っていて、堤防下から水が湧き出るよ

うになってしまっています。去年は雨量が多くても、にじむ程度で

したが、数年前はそこから水が吹き出ていました。何かあってから

では遅いですから、そういったことへの対応をまちづくりの中でも

考え方を入れて欲しいです。

尻別川につきましては、次の個別目標５、河川のところで議論いた

だきたいと思います。

私も今気づきましたが、鳥獣対策についての記載がありませんでし

た。農林課と相談します。

他にございませんか。

私は「帰ってきたくなる故郷にする」というフレーズがとても良い

と思いました。倶知安町に住む中で、自分のふるさとを大事にして

帰ってきたいと思うまちにする、というこのフレーズが良いと思い
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ました。

ありがとうございます。第５次総合計画の評価の際に文体が揃って

いないとのご指摘がありましたので、意識していました。

他にございませんか。ないようでしたら、事務局より連絡をお願い

します。

次回の審議会ですが、10 月は２回開催したいということで、29、30、

31 日で調整中です。決まり次第皆様にご連絡等させていただきま

す。よろしくお願いいたします。

それでは、本日の審議会これで終了します。お疲れさまでした。


